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医療費通知書（電子通知）について 

 

サービス名：「医療費通知書電子化サービス」 

セコムトラストシステムズ株式会社が提供する「セコム給与明細電子化サービス」にて医療費通知書を公

開しております。 

■システムの概要 

１．インターネット環境下で、被保険者（本人）・被扶養者（家族）が利用した医療費・薬剤費の明細（医療費

通知書）を参照することができます。プリンタの設定を有していれば印刷も可能です。 

◎毎月 22日前後に、3 ヵ月前の診療月の医療費を最新のデータとして公開します。 

◎医療費の総額に加え、個人が窓口で支払った額や健康保険組合が負担した額も明示されています。 

 

健康保険組合は、医療機関から提出された診療明細（レセプト）を、審査機関（支払基金）を通して、診療月

から 2 ヵ月後に受領します。その後、健康保険組合内でデータの整備を行った後、「医療費通知書」としてシ

ステムにアップするため、公開できるのは診療月から 3 ヵ月後となります。 

たとえば、6月診療分（6/1～6/30の間で入院・通院・歯科）であれば、9月 22日頃の公開となります。 

（審査機関から診療明細が遅延した場合は、更に遅れる場合があります。） 

 

２．「医療費通知書」が公開された際に公開案内メールの配信を希望される方は 

初回ログイン時にご自身にてメールアドレスのご登録をお願いいたします。 

■ログイン方法   

① 以下 URL より、 ｅ 革新サービスへアクセスします。 

URL：① 以下 URL より、 ｅ 革新サービスへアクセスします。 

URL： https ://www.e-kakushin.com/login/ 

 

ブックマークが必要な場合には、こちらのページをブックマークしてください。 
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② 「e-革新サービスログイン画面」が開きます。（下記画面） 

 

 

③「e-革新サービスログイン画面」が開いたら、指定項目欄に入力し、ログインしてください。 

 

指定項目欄詳細については会社イントラ端末「セコム健康保険組合」のホームページに掲載の 

医療費通知の案内文書をご確認ください。 

 

★被保険者（本人）のみログインが可能です。（被扶養者（ご家族）の健康保険証ではログインできません。） 

 

 

 

⑥赤枠をクリックしていただくと HOME メニューとなります 
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⑦同意画面が表示された場合、 ［ 同意する ］ もしくは、 ［ 同意しない ］ を選択します。 

 

 

「同意しない」を選択された場合は、トップページへ戻り内容の閲覧をしていただくことはできません。 

 

⑧明細照会 を押下 します。 

※表示内容はサンプル文章です。 

 

 

⑨閲覧したい 「 年 」 を入力し、 ［ 年指定 ］ を押下します。 
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⑩閲覧可能な電子 明細が一覧表示されます。 

閲覧する電子明細の［ 閲覧 ］ を押下すると、別ウィンドウに明細が表示されます。 

※表示内容はサンプルです。 

 

 
 

⑪確認が終わりましたら、右上のメニューバーから「ログアウト」をクリックし、終了してください。 

ログオン状態で放置すると、個人情報が他人の目に触れるリスクがありますので、社内システムや電子給

与明細と同様に、閲覧後はログオフを励行してください。 

 

（注意）セコム給与明細電子化サービスシステムのリニューアルに伴い、表示画面が本通知内容から変更さ

れている場合がございます 

■システムに関する問合せ 

記載事項やシステムに関する問合せについては、電話かメールで 

セコム健康保険組合・業務課まで、ご連絡ください。 

また、その際には必ず、①～③をお知らせください。 

①氏名 

②健康保険の資格情報（記号と番号） 

③被保険者の生年月日 

 

 

セコム健康保険組合・業務課： 

（電話）03-5829-3736  （E メール）BOKD10-KD10@secom.co.jp    

    


